
大田区都市計画マスタープラン改定の概要 

◎９つの部門別方針 

4 現行の大田区都市計画マスタープランの構成 

１ 改定の背景・目的 
●現状 

 前回改定から令和３（2021）年で10年が経過します。 

 策定：平成11（1999）年 

 改定：平成23（2011）年 

●背景 

 前回改定以降、東日本大震災の発生、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催決定、訪日外国人客数の増加などの社会動向の変化や、新たな行政計画の策定・まち
づくりの進展など区を取りまく状況は、大きな変化が生じています。 

●目的 

 区の内外を取り巻く情勢の変化などを踏まえて、具体性ある将来ビジョンを確立し、まち
づくりを推進するため、都市計画マスタープランの改定に向けた検討を令和元（2019）年
度から開始します。 

◎地域別構想の地域区分 

（主要な拠点等の配置図） 

大田区の計画等 

①国家戦略特区（大田区を含む東京圏)（H26.5） 

②国際戦略総合特区（羽田空港跡地（H23.12） 

③交通政策審議会 東京圏における今後の都市鉄道のあり方に関する 

 小委員会答申（H28.4） 

①東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針      

                       （改定中） 

②都市づくりのグランドデザイン（H29.9） 

③東京が新たに進めるみどりの取組（R1.5） 

①おおた未来プラン10年（後期）（H26.3） 

②大田区景観計画（H25.10） 

③大田区緑の基本計画 中間見直し（H28.3） 

④大田区公共施設適正配置方針（H28.3） 

⑤大田区環境基本計画（後期）（H29.3） 

⑥大田区自転車ネットワーク整備実施計画（H28.3） 

⑦大田区住宅マスタープラン（H29.11） 

⑧大田区スポーツ推進計画（改定版）（H30.3） 

⑨大田区文化振興プラン（H31.3） 

 

①土地利用方針 

②交通ネットワークの整備方針 

③水と緑の整備方針 

④安全・安心のまちづくり方針 

⑤ユニバーサルデザインのまちづくり方針 

⑥住宅・住環境整備の方針 

⑦産業のまちづくり方針 

⑧景観のまちづくり方針 

⑨環境のまちづくり方針 

 

第１回都市計画に関する基本的な方針等改定推進委員会  
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3 大田区都市計画マスタープランの位置付け 

2 スケジュール（予定） 

令和元 （2019）年度： 骨子作成、庁内・改定推進委員会（４回程度）、区民参画 

令和2  （2020）年度： 素案作成、庁内・改定推進委員会（４回程度）、区民参画 

令和3  （2021）年度： 案作成、庁内・改定推進委員会（２回程度）、パブコメ、都協議、改定 

改定に当たり改定推進委員会（学識経験者）及び庁内検討委員会を設置します。 

 

①土地利用方針 

②交通ネットワークの整備方針 

③水と緑の整備方針 

④安全・安心のまちづくり方針 

⑤ユニバーサルデザインのまちづくり方針 

⑥住宅・住環境整備の方針 

⑦産業のまちづくり方針 

⑧景観のまちづくり方針 

⑨環境のまちづくり方針 

都市づくりの理念 

多様な特性と地域力が結びつき 

活力と快適性を生み出し、 

世界に開くまち 大田 

①連続性のあるまち 
多様性があり、快適で活力のあるまちづくり 

空港や港湾を活かしたまちづくり 

②ものづくり産業と生活が共存するまちづくり 

③安心とやさしさのあるまちづくり 

④地域の特性を活かした景観づくり 

⑤地球環境に配慮した都市づくり 

（主要な拠点等の配置図） 

東京都市計画 都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 

おおた未来プラン10年 

(後期)(H26.3) 

大田区基本構想(H20.10) 

おおた都市づくりビジョン

（H29.3） 

分野別の計画 

・蒲田駅周辺地区グランドデザイン  ・大田区まち・ひと・しごと創生総合戦略 
・大森駅周辺地区グランドデザイン  ・大田区人口ビジョン 
・空港臨海部グランドビジョン      ・大田区公共施設適正配置方針  等                                            

整合・連携 

都市づくりのグランドデ

ザイン（H29.9） 

羽田空港の国際化 

東日本大震災の発災 

東京2020ｵﾘﾝﾋ゚ ｯｸ・ﾊ゚ ﾗﾘﾝ

ﾋ゚ ｯｸ競技大会の開催決定 

新空港線整備 など 

具体化に向けた展開 

 大田区都市計画マスタープランは、都市計画法18条の２における「市町村の都市計画に関
する基本的な方針」であり、「大田区基本構想」や「おおた未来プラン10年」などに即して、
概ね20年先を目標年次として定めた都市計画の基本方針です。 

 また、東京都が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（都市計画区域マス
タープラン）、区の個別分野の計画や、関連条例とも整合・連携するものです。 

（改定）大田区都市計画マスタープラン 

（R3年度予定） 

反映 

（現行）大田区都市計画マスタープラン

（H23.3） 

改定 

序章 都市計画マスタープランとは １章 大田区の特性と課題 

２章 都市の将来像 

◎都市の将来像（都市づくりの理念と５つの方向性、拠点等の配置とネットワーク） 

３章 部門別方針 

◎９つの部門別方針 

４章 地域別構想 

◎地域別構想における６つの地域区分 

５章 都市計画における重点課題の整備の方向 ６章 都市像の実現に向けて 

大森 

羽田 

蒲田 

雑色 

糀谷 

池上 

平和島 

大岡山 雪が谷大塚 

①台地部地域 

②大森地域 

③蒲田地域 

④多摩川沿い地域 ⑤糀谷・羽田地域 

⑥空港臨海部地域 

改定区域マスタープラン

（R２年度改定予定） 

東京都 

東京都 

※現在改定中 


